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１ 
 

策定に当たって 
 

（１）策定の趣旨 

   本市では、平成２２年（2010年）３月に「熊本市国際化指針」及び「熊本市東アジア戦略」を策定

し、多文化共生の観点から地域の国際化に資する取組を進めるとともに、東アジア地域を中心とした

誘客や経済交流等に積極的に注力してきました。 

 

   これらの取組を進めていく中で、平成２８年（2016年）４月に熊本地震が発生し、本市は観光・文

化施設や都市インフラに甚大な被害を受けました。以来、一刻も早い復旧・復興に取り組む中で、「熊

本城ホール」の完成や、「ラグビーワールドカップ 2019TM日本大会」、「2019女子ハンドボール世界選

手権大会」といった世界規模でのイベントのホストシティとなることを踏まえ、平成３０年（2018年）

３月に上記の指針及び戦略を統合する形で「熊本市国際戦略（以下「第１期国際戦略」といいます。）」

を策定しました。第１期国際戦略においては、「戦略的な海外展開の推進」及び「地域国際化の推進」

を基本的取組の２本柱として、「世界に認められる『上質な生活都市』」をめざし、東アジアはもとよ

り、欧米豪をターゲットとした誘客促進や、地域における外国人受入体制の整備等を進めてきました。 

 

   第１期国際戦略に基づき、戦略的な海外展開の推進に向けた各種取組を進める中、令和２年（2020

年）前半から新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を受け、多くの国でロックダウンなどの行動

制限が行われ、それに伴い、世界経済は停滞し、海外との交流に関する多くの取組が中止又は延期を

余儀なくされました。 

 

   そのような厳しい状況の中、令和４年（2022 年）４月には、国際的な水問題に関する首脳級会合

である「第４回アジア・太平洋水サミット」を熊本城ホールにおいて開催し、その後、令和５年（2023

年）３月には国連本部（ニューヨーク）で開催された「国連水会議 2023」において本市の地下水保全

の取組を世界に向けて発信するなど、国際的なプレゼンスの向上を図ることができました。 

   また、地域国際化の推進に向けた取組として、多文化共生社会の実現のため、行政・生活全般の情

報提供及び相談を一元的に多言語で行う熊本市外国人総合相談プラザの設置、地域日本語教室の運営、

公共サインや行政文書の多言語化などの外国人受入環境の整備を進めてきました。 

 

   今後も、第１期国際戦略の基本方針を継承し、「世界に選ばれる『上質な生活都市』」をめざす姿と

して、「戦略的な海外展開の推進」及び「地域国際化の推進」の２本柱を基本方針として、本市の更な

る国際化を進めていきます。そのためには、海外展開においては新型コロナウイルス感染症の世界的

な流行による影響とそれに伴う社会情勢の変化やウクライナ情勢をはじめとする国際秩序の急激な変

化などに、地域国際化においては在留外国人の増加・国籍や在留資格の多様化と国の多文化共生施策

などに対応した取組が必要になってきます。その上で、本市を取り巻く状況の変化を踏まえて、本市

の国際化の推進に向けた取組を体系的に示し、戦略的に施策を推進していきます。  
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（２）策定の背景 

   近年、本市を取り巻く社会・経済情勢は大きく変化しています。本戦略の策定に際しては、それら

の変動に対応した取組を進めていくことが重要であるため、その背景となる世界情勢の変化、日本を

取り巻く状況の変化と国の動向、本市を取り巻く状況の変化の概要をまとめました。 

 

①  世界情勢の変化 

■ロシアのウクライナ侵略、中東和平問題をはじめとする法の支配に基づく国際秩序の揺らぎ 

■インフレ圧力、欧米各国の金融引締め（歴史的な円安基調） 

■新型コロナウイルス感染症の世界的な流行による世界経済の停滞（人流・物流の停滞） 

■移動が制限されたことによるオンライン交流の普及 

■デジタルトランスフォーメーションによる消費行動の変化・デジタル市場のグローバル化 

■EC市場の拡大・多様化 

■コロナ禍を経た旅行需要の高まりと旅行者の志向や動向の多様化（FITの増加等） など 

 

②  日本を取り巻く状況の変化と新たな国の動向 

■国際競争力の低下（世界競争力ランキング 2023世界第 35位）※過去最低を更新 

■訪日外国人旅行消費額の早期５兆円達成を目標（観光立国推進基本計画（第４次）） 

■訪日外国人旅行者数を 2025年までに 3200万人超えを目標（観光立国推進基本計画（第４次）） 

■外国人の訪日目的の多様化 

■訪日外国人の構成の多様化（アセアン諸国や欧米豪からも） 

■ビジネス・教育・文化芸術・スポーツといった国際的な人的交流を伴う取組の深化と掘り起しに

よるインバウンド拡大（新時代のインバウンド拡大アクションプラン） 

■農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律（令和元年法律第 57号）の制定とそれに基づく農

林水産物・食品の輸出拡大実行戦略の策定による農林水産物・食品の輸出促進（2025年までに２

兆円、2030年までに５兆円という輸出額目標を設定） 

■在留外国人の増加（令和５年（2023年）6月末時点 3,223,858人）  

※10年前は 2,066,445人（約 1.56倍） 

■入管法の改正による「特定技能（令和元年（2019年）～）」と、高度外国人材をさらに受け入れる

ための「特別高度人材制度（J-Skip）・未来創造人材制度（J-Find）（令和５年（2023年）４月～）」

の創設 

■日本語教育の推進に関する法律（令和元年法律第 48号）の制定による在留外国人向けの日本語教

育の更なる充実 

■「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」及び「外国人との共生社会の実現に向けた   

ロードマップ」の策定による外国人受入環境の総合的な整備と多文化共生社会の推進 

■戦略的なビザの要件緩和及び種類の新設、免税制度の拡充、出入国管理体制の充実 など 

 

③  本市を取り巻く状況の変化  

■熊本地震からの復興（復興のその先に向けた新たなまちづくり） 

■「熊本市第８次総合計画」の策定による新たなまちづくり 

■「熊本城ホール」の完成と新たな MICE誘致戦略 
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■「第４回アジア・太平洋水サミット」の成功と「国連水会議 2023」への参加、それらに伴う地下 

水都市としての国際的なプレゼンスの向上 

■在住外国人の増加（令和５年（2023年）12月末日時点 9,061人） 

 ※10年前は 4,352人（約 2倍） 

■台湾からの半導体関連企業の熊本進出 など 

 

【イメージ図】 

 

（３）国際的な取組により期待される効果  

   国際的な取組を実施することにより期待される主な効果については、以下のとおりです。これらの

効果を得るためには、国際情勢の変化に対応した取組を実施する必要があります。 

 

① 地域経済の活力の向上…短・中期的効果 

  海外からの観光客増加などのインバウンド拡大や製品輸出などのアウトバウンド拡大等により、 

経済的な実利が期待されます。 

 （期待される効果） 

  ■交流人口の増加 

  ■貿易や投資などの海外取引の増加 

  ■税収の増加 など 

外国人観光客が増え、投資が増えることで地域が経済的恩恵を受けたり、税収が増えたりすること

が見込まれます。また、経済交流によって人の往来が活発になることにより、様々な分野の交流に

波及していくことも期待されます。 
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② 住民の生活の質の向上…中・長期的効果 

  人的・文化的交流等を通して、地域における多様性や創造性が高まることにより、様々な好循環が

生まれ、生活の質（QOL)の向上が期待されます。 

  （期待される効果） 

   ■多様性や創造性の向上 

   ■多文化共生社会の推進・社会的文化的障壁の緩和 

   ■イノベーションの誘発 

   ■地域力の向上 など 

海外の様々な人々や文化との交流は、相互の異文化の理解につながり、地域やそこに住む人々の多

様性や創造性、寛容性、柔軟性等を高め、多文化共生社会を推進するとともに、新たなイノベーシ

ョンの誘発、さらには地域の人々の力を引き出すことにも繋がります。 

 

③ 都市の持続的な成長…中・長期的効果 

  グローバルな視点や先進事例を通して、独自のまちづくりや政策の立案に取り組むことにより、将

来に向けたまちづくりの進展が期待されます。 

 （期待される効果） 

  ■まちづくりや政策の質的向上によるまちの魅力向上 

  ■将来にわたる都市の持続可能な仕組みの構築 など 

今日のボーダーレスな都市間競争の時代においては、グローバルな環境の中で差別化を図りなが

ら、本市の特徴や強みをいかした独自のまちづくりや政策に取り組む視点が必要です。国際的な視

野からまちづくりや政策の質的向上を図ることは、都市の魅力向上や持続的な成長に繋がります。

そのためには諸外国の取組や先進事例を調査し、国際的なネットワーク等と理念を共有しつつ、そ

れらと連携した取組に参画することも重要になります。 

 

④ 熊本地震からの復興の後押し…即時～長期的効果 

  熊本地震の経験をいかした災害に強いまちづくりを推進するための取組や、記録や記憶の伝承のた

めの取組などを PRすることにより、災害対応力が高い都市として、世界的な注目度が高まることが期

待されます。 

 （期待される効果） 

 ■地震からの復旧・復興を果たした都市としての注目度・イメージの向上 

  ■熊本城の特別公開などのストーリー性のあるコンテンツを通じた交流人口の増加 など 

熊本地震発生から７年が経過し、着実な復旧・復興が進んでいます。道路や各種施設などのインフ

ラの復旧も概ね完了し、令和３年（2021年）３月には熊本城天守閣全体の復旧が完了し、６月から

は内部公開がスタートしました。これからは、復興のその先のステージへ移行し、熊本地震の経験

をいかした地域共生社会の実現をめざしていくことになります。熊本地震発生時から現在までの全

ての取組が、地震からの復旧を果たし、復興に取り組む都市としてのストーリーとなります。この

ストーリーを広く発信することにより、都市としての世界的な注目度を高め、交流人口の増加に繋

げていくことで、本市の国際化及び復興の更なる後押しをめざします。 
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（４）本市におけるこれまでの取組 

   本市における国際的な取組について、以下のとおり年代別にまとめました。 

 

  1970年代後半～ 海外友好姉妹都市等との関係を切り口とした交流 

本市の国際的取組は、1970年代後半以降、友好姉妹都市等との国際交流を中心に活発となりました。

国際交流では、ホームステイや市民の相互派遣等の交流事業を通して、国境を越えた市民間の相互理

解を増進し、外国を身近に感じ、異文化や海外事情などの新たな知見を得ることができる機会を提供

してきました。 

 

  2000年代後半～ ターゲットエリアを東アジアと位置づけた戦略的な海外展開 

2000 年代に入ると、グローバル経済の発展とともに国内外で都市間競争が激化してきたことから、

人の流れや投資の促進による直接的な市民のメリットや都市の活力向上につなげることが求められる

ようになってきました。そこで地理的に東アジアに近い本市においては、観光やビジネスなどの目的

で東アジアから選ばれることをめざす海外戦略を進めてきました。この頃から友好姉妹都市等の関係

によらない交流や連携も増えてきました。 

 

  2010年代～ 世界からの評価に繋がるプロモーション展開やネットワーク構築 

2010年代は、アジア初の「フェアトレードシティ」の認定（2011年）、「2013国連“生命の水”」最

優秀賞受賞などの本市の独自の取組が世界から注目される事例が見られるようになりました。これら

の本市の魅力を海外に伝えるため、積極的なプロモーション活動やネットワーク構築を進めてきまし

た。その結果、国際会議等への参加要請も増え、「ラグビーワールドカップ 2019TM日本大会」や「2019

女子ハンドボール世界選手権大会」といった世界規模でのイベントのホストシティにも選ばれました。

また、平成２８年（2016年）の熊本地震の際には友好姉妹都市等を中心として海外からの支援が行わ

れるなど、これまでの海外都市との国際交流が復旧・復興の後押しの一助となりました。 

 

  2020年代～現在 新型コロナウイルス感染症の世界的流行による交流の停滞 

2020年代に入り、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、海外との交流を中心に多くの取

組が中止又は延期を余儀なくされました。そのような厳しい状況下において、令和４年（2022年）に

は、「第４回アジア・太平洋水サミット」の熊本開催を成功させ、地下水都市として国際的なプレゼン

スを向上させることができました。また、台湾からの半導体関連企業の熊本進出などにより、本市の

在住外国人が過去最大に増加していることから、一層の多文化共生社会の推進が求められています。 
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（５）統計データから見る本市の現状 

   国際化を進めるに当たっての本市の現状について、各種統計データと他都市との比較を中心に以下

のとおりまとめました。 

 

① 外国人観光客と観光消費額 

＜参照データ＞ 

■外国人宿泊客数の伸び率（2018-2019年） 

   熊本市：146％ （政令指定都市中 2位（/16都市中）、九州県庁所在都市中 1位（/5都市中）） 

政令指定都市 1位：仙台市(164％) 2位：熊本市(146％) 3位：新潟市(120％) 

九州県庁所在都市 1 位：熊本市(146％) 2位：鹿児島市(127％) 3位：長崎市(106％) 

■観光消費額の伸び率（2018-2019年） 

   熊本市：112％ （政令指定都市中 1位（/10都市中）、九州県庁所在都市中 1位） 

政令指定都市 1位：熊本市(112％) 2位：名古屋市(108％) 3位：福岡市(106％) 

九州県庁所在都市 1 位：熊本市(112％) 2位：福岡市(106％) 3位：宮崎市(101％) 

■国際コンベンション開催件数（2019年） 

   熊本市：18件 （政令指定都市中 14位、九州県庁所在都市中 2位） 

   政令指定都市 1位：神戸市(438件) 2位：京都市(383件) 3位：福岡市(313件) 

九州県庁所在都市 1 位：福岡市(313件) 2位：熊本市(18件) 3位：那覇市(10件)   

※北九州市：150件 

キーワード 

復興、ストーリー、キラーコンテンツ（熊本城、歴史文化、武家文化、大名文化、武道など）、 

ＳＮＳ、多言語、体験型、ユニークベニュー、アフターコンベンション、東アジア＋欧米豪、 

友好姉妹都市等、直行便、熊本空港、熊本港、市電、福岡空港、博多港、八代港、 

オール熊本・オール九州、桜町・花畑周辺地区、「熊本城ホール」 など 

 

対策 

シティセールス、観光客誘致、訪れやすさなど受入環境整備、MICE推進、市街地整備、移動利便性

向上、文化やスポーツの活用 など 

 

② ビジネス面での国際競争力 

＜参照データ＞ 

■海外進出企業数（2021年） 

  熊本市：28社 （九州県庁所在都市中 3位） 

九州県庁所在都市 1 位：福岡市(400社) 2位：鹿児島市(39社) 3位：熊本市(28社) 

※北九州市：296社 

キーワード 

半導体関連産業、スタートアップエコシステム、EC､農産物、食品、地元産品、ハラール、 

ヘルスケア産業、クリエイティブ産業、大学、JETRO、福岡空港、博多港、オール熊本・オール九州、 

熊本空港 など  
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対策 

販路開拓、技術開発、新産業育成、企業誘致、官民連携、MICE推進、グローバル人材の育成 など  

 

③ 在住外国人数 

＜参照データ＞ 

■在住外国人数（2022年）  

熊本市：7,434人 （政令指定都市中 19位、九州県庁所在都市中 2位） 

政令指定都市 1位：大阪市(154,838人) 2位：横浜市（109,714人） 3位：名古屋市(88,088人)  

九州県庁所在都市 1位：福岡市(41,582人) 2位：熊本市（7,434人） 3位：那覇市(5,755人)  

※北九州市：14,548 人 

キーワード 

熊本市国際交流会館、大学コンソーシアム熊本、大学、国際交流団体、ボランティア、就労機会、

各国大使館・領事館、国籍、在留資格 など 

 

対策 

住みやすさや活動しやすさなど受入環境整備、異文化理解促進、多文化共生推進、外国人への生活

支援、コミュニケーション支援、就労支援 など 

 

④ 外国人留学生数 

＜参照データ＞ 

■外国人留学生数（2022年）  

熊本市：1,217人 （政令指定都市中 18位、九州県庁所在都市中３位） 

政令指定都市 1位：大阪市（23,170人） 2位：京都市（14,675人） 3位：福岡市（13,343人） 

九州県庁所在都市 1 位：福岡市（13,343人） 2 位：那覇市(1,609人) 3位：熊本市（1,217人）  

※別府市：2,859人 北九州市：2,519人  

キーワード 

大学コンソーシアム熊本、大学、大学ランキング、都市知名度、上海事務所、友好姉妹都市等、国

家戦略特区 など  

 

対策 

生活や研究面での受入環境整備、官学連携、大学・都市の知名度向上、都市の魅力 PR など 
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２ 
 

戦略の基本方針 
 

（１）戦略の位置付け 

本市の最上位計画である「熊本市第８次総合計画（計画期間：令和６年度（2024年度）～令和１３

年度（2031年度））」の部門別戦略として、全体的なビジョン及び施策における国際的な各種取組を全

庁的に推進するためのものとして位置付けます。 

また、本戦略は、第１期国際戦略（戦略期間：平成３１年度（2019年度）～令和５年度（2023年度））

において推進してきた取組を発展的に継承するものとします。 

 

（２）戦略の期間 

「熊本市第８次総合計画」とあわせ、令和１３年度（2031年度）を目標年次とします。 

また、社会情勢の変化に対応するため、必要に応じて中間見直しを行います。 

 

（３）めざす国際都市の姿 

本市の魅力として、清らかな地下水、豊かな緑、良質な農水産物などの豊かな自然環境や、まちの

中心部にそびえる勇壮な熊本城、水前寺成趣園などの文化的景勝地、能楽や武道などに象徴される武

家文化・大名文化などの伝統ある歴史文化を有するとともに、生活面において医療環境や治安が良く、

高等教育機関、商業施設が高度に集積するなど都市機能も充実している生活環境などが挙げられます。

また、熊本地震の教訓をいかした防災・減災、地下水保全、アジア初のフェアトレードシティなどの

持続可能なまちづくりに繋がる取組は、国際的な評価を受けるポテンシャルが高い取組です。 

今後、国内外の誰もが訪れてみたくなる、住んでみたくなる、そして住み続けたいと思えるよう、

これらの魅力を大切に守り伝え、持続可能なものとして磨き上げていくとともに、時代の先を行く新

たな価値や魅力を創造し、これらを世界に向けて発信していくことにより、国際都市として成長し、

世界に選ばれるまちをめざしていきます。 

そこで、次のとおり、本市がめざす国際都市の姿を定めます。 

― 世界に選ばれる「上質な生活都市」 ― 

世界に向けて本市の魅力と持続可能なまちづくりの姿を発信し、 

地域の活力向上と都市の持続的な成長につなげる海外展開による 

交流人口の拡大と、その土台となる多様性や創造性を育む地域の 

国際化の推進を、両輪で戦略的に進めることにより、 

国際都市として成長し、世界に選ばれる「上質な生活都市」となる！ 
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（４）戦略を推進するための２つの基本方針 

めざす国際都市の姿を実現するための取組は、大別すると、本市の外に向けた「外交」と本市の内

に向けた「内政」に分けられます。そこで、それぞれに次のとおり基本方針を定めます。 

 

外交 

戦略的な海外展開の推進 

■本市の魅力を海外に向けて発信することにより、本市の国際的なプレゼンス

の向上を図るとともに、人・モノ・情報・文化の交流の活性化を図ります。 

■海外展開に際しては、国・地域ごとの特性や本市との関係性などを踏まえた

ターゲティングを行い、戦略的な海外プロモーションを行います。 

 

内政 

地域国際化の推進 

■多文化共生社会を推進するための取組を、国の施策展開の状況及び本市の特

性を踏まえて、在住外国人及び日本人市民双方に向けて実施します。 

■国際理解を促進する取組を行うことにより、地域を担うグローバルな人材を

育成します。特に次世代を担う若者の国際活動にフォーカスし、それらの活

動を積極的に PRすることにより、国際感覚の醸成を促します。 

■熊本市国際交流会館を拠点としたネットワークを構築し、各種団体と連携し、

これらの取組を推進します。 

 

（５）ターゲット地域 

戦略的な海外展開を推進するため、以下の方針によりターゲット地域（重点的に取り組む国・地域）

を定めます。 

ターゲット

地域 

■交流・連携のメリットが見込まれる場合は、東アジアはもとより、欧州、北

米、オセアニアなど、世界の都市・地域と交流・連携の可能性を探ることと

します。 

■特に、海外からのインバウンド増に向けては、新たな観光客層の開拓に努め、

従来の東アジアに加えて、欧米豪・東南アジアからの誘客を図ります。 

■海外へのプロモーションに際しては、九州のゲートウェイである福岡市との

連携をはじめ、オール九州で取り組みます。 

■友好姉妹都市等との交流においては、双方の都市の特性、強みをいかせる重

点分野を中心にした交流を基本とします。また、友好姉妹都市等と連携した

プロモーションを行います。 

■国・地域ごとの特性を把握し、その特性に応じたメリハリのあるプロモーシ

ョンを展開します。 
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ターゲット地域における取組方針を戦略マップとして次のとおり定めます。 

 

【戦略マップ】 
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３ 
 

戦略に基づく施策展開 
 

（１）戦略の体系図 

めざす都市の姿とその実現のための２つの基本方針のもと、５つの「基本施策」を定めます。また、

それらの基本施策をけん引するための重点的な取組として、11の「リーディングプロジェクト」を設

定します。これらを含めた戦略の体系図は、次のとおりです。 

 

【戦略の体系図】 
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（２）基本施策 

５つの基本施策について、現状と課題を整理した上、取組方針と主な取組について説明します。 

 

戦略的な海外展開の推進 

基本施策１ 世界を魅了する都市ブランド力の向上と効果的な情報の発信 

 

【現状と課題】 

令和２年（2020 年）前半から、新型コロナウイルス感染症の世界的流行による渡航制限により、国

際観光客は世界的に激減しましたが、制限の緩和とともに堅調な回復傾向が見られています。 

令和４年（2022年）の訪日外国人内訳は、東アジア（中国・台湾・韓国・香港）、次いで東南アジア

からの観光客が約７割を占めていますが、コロナ前の傾向と同様に北米及び欧州からの観光客も徐々

に増加しています。 

政府は、令和５年（2023年）３月に観光立国推進基本計画（第４次）を策定し、訪日外国人旅行者の

旅行消費額については、コロナ前を上回る５兆円の早期達成をめざすこととしました。そのためのアク

ションプランとして、従来の「観光者」向けだけではなく、ビジネス・教育・文化芸術・スポーツとい

った様々な分野における国際的な人的交流を伴う取組の掘り起こし、親日派・知日派の人的ネットワー

クの強化などの重要性が掲げられました。 

このような中、本市においては令和元年（2019年）に「熊本城ホール」の完成、「熊本駅前白川口広

場」の整備、令和５年（2023年）の「阿蘇くまもと空港」のリニューアルなど、交流人口の拡大に向け

た施設の整備が進み、また、多言語対応のロケーションシステムの導入などによる外国人の移動支援、

公共サインの多言語化といった外国人の受入環境整備を進めてきました。 

今後、本市が国際都市として国内外からの交流人口を増やすためには、外国人の受入環境整備の更な

る充実を図るとともに、観光のみならずビジネスなどの様々な分野において都市ブランド力を高めて

いく必要があります。 

そのための取組として、本市が誇る熊本城や、熊本の地で独自に培われ今なお現存する武家文化・大

名文化などの文化・観光資源、清らかな地下水と豊かな緑、安全・安心で良質な農水産物、個性ある食

文化などといったストーリー性の高い観光資源のブランド力を高めるとともに、これらを「サステナブ

ル」と掛け合わせたプロモーション、教育旅行やインセンティブツアーなどのテーマ性の強い体験型の

ツーリズム、MICE 誘致やスポーツ大会誘致時のエクスカーションコースの展開など、個性化・多様化

する需要に対応する形で取り組むことにより、他都市との差別化を図り、本市のブランド力の向上と交

流人口の拡大をめざしていきます。 
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【取組方針及び主な取組】 

① ストーリー性をもったコンテンツの磨き上げと海外のニーズを捉えた戦略的な情報

発信 

■本市が誇る「歴史文化」、「清らかな地下水や豊かな緑」、「安全・安心で良質な農水産物」をはじめと

する本市ならではのコンテンツを「世界を魅了する、くまもとのストーリー」として磨き上げるとと

もに、地域、民間企業と連携することにより付加価値を高め、国内外への情報発信を強化します。 

■地下水保全の取組については、国外においても高い評価を得ていることから、「くまもと水ブランド」

と位置付け、本市の都市ブランド力、国際的なプレゼンスの向上をけん引する存在として、様々な分

野において情報発信を行います。 

■「フェアトレードシティ」の取組は、SDGs や環境教育などと親和性が高いことから、サステナブル

ツーリズムや訪日教育旅行のコンテンツとしてプロモーションを行います。 

■海外における情報の受け手を意識し、観光庁の「訪日外国人の消費動向」などを参考に、国や地域毎

の来訪者の動向を詳細に分析し、それぞれの地域の特性やニーズを踏まえた情報発信を行います。 

■アジアについては、引き続き観光客、インセンティブツアー（報奨・招待旅行）、教育旅行の誘致な

どを、上海事務所を活用しながら積極的に実施していきます。特に東南アジアに向けては、友好都市

であり、東南アジアとのパイプを持つ桂林市との連携をはじめとした誘致活動を行います。 

■半導体関連産業の熊本進出を契機として、熊本―台北の定期便が就航し、台湾関連のイベントが開催

されるなど、台湾との交流が盛んになっています。そこで、台湾との地理的な優位性や友好交流都

市・高雄市との関係性をいかし、台湾からの交流人口の拡大に向けた誘致活動を行います。 

■欧米豪については、長期休暇を取得しやすい環境があることから、一人当たりの日本での滞在日数が

長く、高い観光消費額が見込めます。そこで、本市の友好姉妹都市等があり本市とのつながりが深い

ドイツやフランスなどを中心に積極的な誘客に取り組みます。 

 

②  本市の魅力を最大限にいかした国際的なにぎわいの創出 

■「熊本市 MICE誘致戦略」に基づき、本市の特性をいかし、国際会議やビジネスミーティング、イン

センティブツアーなど、海外からの MICE誘致に取り組みます。 

■オンラインによるハイブリッド開催の定着にあわせた誘致対象の拡充及びオンライン参加者へ向け

た都市プロモーションの展開、SDGs や多様性への配慮など持続可能性を意識した誘致、本市の固有

のコンテンツをいかしたユニークベニュー、エクスカーションツアーなど、激化する MICE誘致競争

に対応した取組を行います。 

 

③ 交通移動の円滑化と外国人目線での受入環境整備 

■「熊本県広域道路交通計画」による熊本中心部から高速道路インターチェンジまでを約 10分、熊本

空港までを約 20分で繋ぐ「10分・20分構想」や、公共交通機関の特性に応じた定時性、速達性、輸

送力向上に向けた機能強化や主要な乗換拠点での結節強化など、広域的な交流を促進する道路ネッ

トワークや基幹公共交通ネットワークの強化に取り組みます。 

■外国人にもわかりやすい案内表示や無料 Wi-Fi 環境の提供をはじめ、スムーズにコミュニケーショ

ンがとれる受入環境の整備に努めます。特に案内サインや印刷物等の外国語表記については、国土交

通省・観光庁が策定した「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」及
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び本市が策定した「熊本市公共サインガイドライン」に基づき、統一感のあるデザインを行うととも

に、必要なネイティブチェックを行います。 

■ムスリムをはじめ世界の多様な文化や習慣を持つ人々が訪れやすく過ごしやすい環境づくりに努め

ます。 

 

【検証指標】 

検証指標 単位 基準値 検証値 

本市の外国人宿泊客数（暦年） 人 
342,649 

（2019） 
800,000 

（2031） 

国際コンベンション開催数 件 
18 
（2019） 

25 
（2027） 
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戦略的な海外展開の推進 

基本施策２ 海外とのビジネスの促進 

 

【現状と課題】 

我が国では、少子高齢化や人口減少社会の到来により国内市場の内需の低迷が懸念されるとともに、

経済のグローバル化の進展により、海外とのビジネス展開が一層求められています。政府も「成長戦略

実行計画」において、農林水産物・食品の輸出促進、中堅・中小企業やスタートアップ企業の海外展開

支援など、各分野において海外展開に向けた支援の取組を進めています。 

そのような中、新型コロナウイルス感染症の流行は、世界的な物流の停滞をもたらし、また、海外で

の展示会や交流会、商談などの中止・延期により海外へのビジネス展開が困難な状況をもたらしまし

た。一方でリモート・オンライン商談会や越境 ECなどのオンラインビジネスが台頭し、海外展開にお

けるビジネスモデルの転換が求められています。 

今後の海外とのビジネスにおいては、コロナ禍で台頭したオンラインビジネスとオフラインビジネ

スのハイブリッドでのビジネスモデルの構築が必要となることが見込まれます。また、穀物や資源価格

の高騰に円安など、コロナ前とは異なる状況下でのビジネス戦略が必要となります。 

一方で、中堅・中小企業にとって海外市場の開拓は、輸出に係る法制度や現地の商慣習、言語の違い、

現地パートナーの確保などの面において未だにハードルが高いことから、コロナ禍におけるビジネス

モデルの転換も相まって、企業規模における海外ビジネスの取組に顕著な差が見られます。 

本市における海外とのビジネスにおける特性として、東アジア諸国への地理的優位性、多種多様な農

産物、半導体関連産業や情報通信関連産業等の集積と、それに伴うスタートアップの継続的な創出及び

新産業・成長産業の振興という強みを有するものの、中小企業・小規模企業を中心とした産業構造であ

ることから、海外ビジネスの取組へのハードルが高いことが挙げられます。 

このような特性を踏まえ、セミナーの開催など海外ビジネスに向けて必要な知識や情報の習得する

機会を創出し、海外に目を向ける意識を醸成するとともに、海外ビジネスへの進出を検討する企業に対

しては、見本市や商談会への出展などの機会を創出し、JETROなどの公的機関とのネットワークの構築、

国の海外展開支援制度を紹介するなど、個別具体的な支援に取り組む必要があります。 

特に農水産物・加工品の輸出に関しては、輸出先国・地域の規制、消費者の嗜好、マーケットインの

視点に立ったニーズの把握など、個別事業者による対応が難しい面もあることから、販路開拓支援のみ

でなく、輸出商品企画から輸出までの包括的な伴走型支援が求められており、関係行政機関･民間企業

とのなお一層の連携が必要となります。 

さらに、それらを支える人材として、グローバルに活躍できる人材育成や外国人材の活用も必要で

す。 
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【取組方針及び主な取組】 

① 農水産物・加工品の更なる販路拡大に向けた包括的かつ伴走的な支援 

■農漁業者や加工品製造業者の商品開発から輸出に至るまでの相談等に対して、「くまもと輸出促進ネ

ットワーク」が窓口となって、海外輸出展開に向けたアドバイスや輸出支援を包括的に実施するほ

か、県等の関係機関と連携した海外販路開拓及び販路拡大支援策を展開します。 

■輸出重点品目やターゲット国をまとめた「農水産物等の海外マーケット調査報告書」（令和４年（2022

年）10 月作成）をもとに、日本食の人気が高く需要が旺盛なアジアや米国に向け、商談会やプロモ

ーションを実施し、戦略的かつ効率的な販路拡大・プロモーションを推進します。 

■海外輸出に関するセミナー等を開催することにより、農漁業者や加工品製造業者のスキルアップを

支援し、マーケットインに基づく輸出体制を定着・発展・自走させ販路拡大を推進します。また、本

市関連商品に限ることなくオール熊本でのプロモーション等を開催することで、熊本の食の魅力 PR

の機会や効果をさらに拡大します。 

 

② 半導体関連産業の熊本進出を契機としたビジネス交流の促進 

■半導体関連産業の進出により、熊本は国内外から注目を浴びています。これをビジネスチャンスと捉

え、戦略的な企業誘致を進めていく中で、特に台湾とのビジネス交流の機会を拡大し、地域経済の活

性化を図ります。 

 

③ 熊本発のスタートアップの育成と海外展開の支援 

■ビジネス支援施設「XOSS POINT.」を中心に持続的な起業家を生み出す仕組みの構築と新産業・成長

産業の振興を推進する中で、メンターによるセミナー等を通じて、スタートアップ等の海外展開意欲

の醸成を図ります。 

■JETROと連携し、本市スタートアップ等の海外展開の機会を創出します。 

 

④ 販路開拓をめざす中小企業等への越境 EC展開の支援 

■EC による海外への販路開拓をめざす中小企業等を支援することにより、本市企業の海外ビジネスへ

の取組を促進します。 

 

【検証指標】 

検証指標 単位 基準値 
検証値

（2031） 

本市企業の海外進出数 社 
28 
（2021） 

35 

フードビジネスの海外販路開拓に係る商談会やセミナー等
に参加した企業数（延べ件数） 

社 
149 
（2021） 

180 
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戦略的な海外展開の推進 

基本施策３ 国際的なネットワークを活用した本市のプレゼンスの向上 

 

【現状と課題】 

本市は、海外の８都市と友好姉妹都市等を締結し、様々な交流事業を行っています。これらの都市を

見てみると、ドイツ有数の学術都市であり環境首都にも選ばれたハイデルベルク市、フランス有数の歴

史・文化・観光資源を有するエクサンプロヴァンス市、水辺整備のリバーウォーク開発で全米有数の観

光・コンベンション都市となったサンアントニオ市、「国家ハイテク産業開発区」として自然、文化と

ハイテク産業を融合した街づくりを行う蘇州高新区など、まちづくりで世界的に注目され、様々な人が

訪れてみたくなる、住んでみたくなるような都市と良好な関係を構築してきました。 

これらの都市を観光面で見ると、歴史文化を大切に保存・活用し、まちの魅力を高めることにより、

それぞれ多くの観光客を惹きつけており、例えばサンアントニオ市には年間約 3,500万人、ハイデルベ

ルク市には約 1,400万人もの観光客が訪れています（本市は約 405万人）。また、住みやすさで見ても、

どの都市も地方都市でありながら人気が高く、人口は増加傾向にあります。さらに、近年これらの都市

は、大学や研究機関、民間企業と連携して、環境や IoTなどのテクノロジー、先端産業等を地域の活性

化にいかす「スマートシティ」の推進などによるグローバルな発展を強く志向していることから、本市

がこれらの都市を通して国際的なネットワークに参加することで先進的な政策の共有、連携に繋げら

れる可能性があります。 

これらの友好姉妹都市等との関係は、民間交流を含み、これまで本市の国際交流が育んできた成果で

あり、他都市にはない、本市固有の強みと言えます。この国際的なネットワークを今後も途切れること

なく次世代へ繋いでいくとともに、このネットワークを活用し、本市の国際的なプレゼンスの向上に繋

げていくことが重要です。 

一方、昨今では１対１の都市交流だけでなく、多都市間のネットワークによる交流・連携が注目され

るようになってきましたが、本市においても、「アジア太平洋都市サミット」等国際的な都市間ネット

ワークへの参画、アジア初の「フェアトレードシティ」としての認定（2011 年）とその理念の普及、

2013国連“生命の水”最優秀賞受賞による地下水保全の取組の国際的な評価の高まり、2018年の「日

仏自治体交流会議」の本市開催など、理念を共有する様々な都市や機関等との連携を深めつつありま

す。特に「第４回アジア・太平洋水サミット」の本市開催（2022年）と国連水会議 2023への参加は、

本市の地下水保全の取組の国際的な評価をさらに高めることとなりました。 

今後、本市は、まちづくりや政策の質的向上による一層のまちの魅力向上に向けて、これらの国際的

なネットワークを有効に活用しながら、世界の諸都市や機関等と連携し、本市の国際的なプレゼンスの

向上に繋げていく必要があります。 
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【取組方針及び主な取組】 

①  友好姉妹都市等との国際交流の充実と発展 

■友好姉妹都市等の都市ごとの特徴や強みを把握し、互いの長所やノウハウをいかせる政策的な連携

に重点的に取り組みます。 

■周年事業をはじめとする友好姉妹都市等との交流においては、市民参加型の事業を企画することに

より、単なる行政同士の交流にとどまらず、市民と市民が繋がる交流とすることで、地域における国

際人材の育成、交流人口及び関係人口の増加、地域の活性化に繋げます。 

■友好姉妹都市等と相互に都市の魅力を発信することにより、双方の持つ国際的なネットワークの相

乗効果による本市のプレゼンスの向上に取り組みます。 

 

② 国際会議等への参加を通じた本市の魅力の発信と政策の質的向上 

■「水の保全に関する国際会議」、「まちづくりに関する都市サミット」、「スマート交通世界大会」など

本市の強みや課題に関連するテーマを掲げた専門性の高い国際的な会議やターゲット地域における

地方政府系会議などに積極的に参加し、本市の取組についてのプロモーションを行うとともに、有用

なノウハウや経験、優良事例などを共有することにより、政策課題の解決に繋げます。 

■地下水保全の取組は、既に国際的なプレゼンスを得ていることから、様々な機会を通じた積極的なプ

ロモーションを引き続き行うとともに、「森の都くまもと」の復活についても自然環境保全の取組と

してプロモーションを行います。 

■フェアトレードの理念は、SDGsとの親和性が高いため、「フェアトレードシティ」としての取組を拡

充し、発信することにより、本市の国際的な評価の向上に繋げます。 

 

③ 世界の諸都市や国際機関とのネットワークの充実 

■ターゲット地域における在外公館や一般財団法人自治体国際化協会の海外事務所などとのネットワ

ークを強化し、情報の収集及び発信を行います。 

■中国における各機関とのハブとして上海事務所を活用し、ネットワークの構築に努めます。 

■東京事務所を通じて、ターゲット地域における大使館等とのネットワークの構築に努めます。 

■海外都市との友好協会など市内の国際関係団体が有するネットワークを活用し、本市の魅力を海外

に発信する機会を創出します。 

 

【検証指標】 

検証指標 単位 基準値 
検証値 

（2027） 

検証値 

（2031） 

友好姉妹都市等、海外都市との交流に関心がある市
民の割合 

％ 
34.3 
（2023） 

50 70 

海外諸都市、国際機関などとのネットワークを活用
して、熊本市の魅力を発信した件数 

件 
33 
（2022） 

45 60 
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地域国際化の推進 

基本施策４ 多文化共生社会の推進 

 

【現状と課題】 

我が国の近年の在留外国人を取り巻く動きを見てみると、在留外国人数は令和５年（2023 年）６月

末現在で約 322 万人（総人口に占める割合の 2.58％）と過去最高を更新し、その国籍・地域の多様化

が進んでいます。また、少子高齢化と労働人口の不足を受け、入管法の改正により新たな在留資格とし

て「特定技能」が創設される等、外国人労働者の受入環境整備が行われ、令和５年（2023年）６月末に

おいて約 17万人と過去最高となっています。 

このように在留外国人が増加する中、言語や文化・習慣の違いなどによる様々な課題等が生じたこと

を受け、日本人と外国人が安全・安心に暮らせる社会の実現のため、平成 30年（2018年）には「外国

人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が、令和５年（2023 年）には我が国のめざすべき共生社

会のビジョンと中長期的（～令和８年度（2026年度））な課題及び具体的施策を示す「外国人との共生

社会の実現に向けたロードマップ」が策定され、主な取組として「日本語教育の充実」、「情報発信・相

談体制の強化」、「ライフサイクル・ライフステージに応じた支援」、「外国人材の円滑かつ適正な受入

れ」及び「共生社会の基盤整備」が掲げられました。 

本市においても、本市に居住している在留外国人（以下「在住外国人」といいます。）の数は、令和

５年（2023年）12月末現在で 9,061人と過去最高の数を更新し、約 10年前と比較すると約２倍になっ

ています。なお、総人口に占める人口比では政令指定都市中で 18 番目（2022 年 12 月末）となってい

ます。 

在住外国人が増加・多様化する中で、在住外国人の方に本市のルールや生活習慣、文化などをいち早

く理解してもらい、地域社会の一員として地域に溶け込んでもらうことは非常に重要です。 

また、このような社会背景を踏まえ、日本人市民の方にも異文化理解の促進や人権尊重意識の醸成に

資する啓発を充実する必要があります。例えば、地震や台風のない国の出身の方に対しては、防災教育

や訓練が必要となりますし、イスラム教の食生活やお祈りの習慣などは日本ではあまりなじみがあり

ません。異文化を知ることは、このような外国人の方を地域で受け入れ、支え合うための必要な取組で

あるとともに、地域やそこに住む人々の多様性や創造性、寛容性、柔軟性等を高め、さらには地域の

人々の力を引き出すことにも繋がります。 

令和５年（2023年）８月に本市が実施した「熊本市多文化共生社会の整備のための基礎調査業務（熊

本市在住外国人対象）」では、熊本市は「暮らしやすい」又は「とても暮らしやすい」が 73.3％という

結果が出ており、その理由として、「人が親切」、「安全である」、「物価が安く、買い物が便利」などが

挙がりました。また、同年 11月に実施した「市長とドンドン語ろう～熊本に住む外国人の皆さんと～」

においても、熊本市のいいところとして、在住外国人の大多数の方が「人が親切・やさしい」を挙げま

した。この「熊本市民の親切さ・やさしさ」を「世界に選ばれる熊本市」の魅力の一つとして、継承し

ていくことが重要です。 

今後、多様化するニーズを踏まえ、本市に居住する外国人だけでなく、本市を訪れる外国人の満足度

を高め、本市に居住する全ての人々にとっても暮らしやすいまちをめざします。 
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【取組方針及び主な取組】 

①  外国人に向けた各種支援の充実 

■熊本市国際交流会館の熊本市外国人総合相談プラザにおいて、本市の在住外国人の国籍や在留資格

の状況及び多様化するニーズに対応した相談体制を構築します。 

■在住外国人のライフステージやライフスタイルにあわせた多様な日本語学習機会を提供します。特

に外国にルーツを持つこどもに対しては、必要に応じて、進学などのサポートまで含めた支援を行い

ます。 

■関係機関・団体と連携し、医療・福祉分野での通訳ボランティアの養成に努めます。 

■在住外国人向けの災害情報配信ネットワークを構築し、また、防災訓練を実施することにより、災害

時の要配慮者となり得る外国人を支援するための取組を推進します。 

■県や大学コンソーシアム熊本と連携し、留学生のためのワンストップ窓口の設置や各種情報の提供

をはじめ、住宅など生活面での支援を行います。 

■市の窓口等での対応が円滑になるよう、申請書類等の多言語対応を進めるほか、ホームページ等によ

る外国人向けの生活情報をはじめ、公共施設、公共交通機関などの公共サインについて、熊本市公共

サインガイドライン等に基づき、多言語又はやさしい日本語による表記を充実します。 

 

② 日本人市民に向けた多文化共生社会を推進するための取組の展開 

■やさしい日本語教室を各地域で実施することにより、日本人市民と在住外国人のコミュニケーショ

ンの円滑化を図ります。 

■地域団体や企業、教育機関等のニーズに応じ、出張相談・出前講座等を実施します。 

■海外の事情や異文化等について市民の関心を高め、知識を深めるための情報提供やセミナー等を実

施します。 

■多種多様な国際交流・国際ボランティア活動を提供し、外国人との交流の機会を創出することによ

り、異文化理解の促進に努めます。 

■日本人市民と在住外国人との交流の機会の創出に努めます。 

 

③ 熊本市国際交流会館を拠点とした多文化共生ネットワークの構築 

■熊本市国際交流会館を本市の国際交流の拠点として位置付け、様々な団体の連携・協働のもと、在住

外国人への情報提供や相談・支援、市民の国際交流の促進のための取組を行います。 

■在住外国人、日本人市民、関係団体が自由に集い、繋がる憩いの場として積極的に活用するととも

に、在住外国人、日本人市民、関係団体のニーズを踏まえ、施設の在り方について検討します。 

■大規模災害発生時の外国人受入施設兼災害多言語支援センターとしての認知度を高めるとともに、

ヴィーガン・ハラール・コーシャーなど多様な食習慣に配慮した避難食の導入を進めます。 

 

④ まちづくりセンターにおける外国人ニーズへの対応 

■まちづくりセンターは、熊本市外国人総合相談プラザと連携しながら在住外国人の地域に関する相

談窓口の機能を担います。また、地域と在住外国人の橋渡し役として、在住外国人が地域活動や地域

イベントに参加しやすい環境整備に努めます。 
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【検証指標】 

検証指標 単位 基準値 
検証値 

（2031） 

暮らしやすいと感じている在住外国人の割合 ％ 
73.3 

（2023） 
90 

熊本市外国人総合相談プラザにおける相談受付件数（延べ人
数） 

人 
752 
（2022） 

1,500 

国際関係ボランティア活動数（延べ人数） 人 
3,459 

（2022） 
7,000 

日本語支援事業参加者数（延べ人数） 人 
2,512 

（2022） 
5,000 
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地域国際化の推進 

基本施策５ グローバルな人材の育成と次世代への継承 

 

【現状と課題】 

国内外でグローバルな取組を展開するために最も必要な資源は、「人」です。特に、次世代を担う若

年層が、異なる国籍や文化的背景を持つ人々とのコミュニケーションを通じて相手を理解するととも

に、自己を表現しながら、共に困難を解決していく能力を養うことはますます重要になります。 

本市では、小中学校や市立高校における外国語指導助手を活用した英語教育や国際教育を通して、豊

かな語学力やコミュニケーション能力、異文化を理解する心を身につけたグローバルな人材の育成を

めざしています。全国における生徒（中学生）の英語力比較によると、政令指定都市 20都市中で見る

と上位（５位）にあるものの、「これまで、学校の授業やそのための学習以外で、日常的に英語を使う

機会が十分にあった」と思う割合は 9.5％（全国公立 12.7％）、「将来、積極的に英語を使うような生活

をしたり職業に就いたりしたい」と思う割合は 14.1％（全国公立 15.7％）とやや低い傾向が見られ、

日常的な英語使用の機会が低く、将来の国際的なキャリアビジョンにまでは繋がっていないことが見

受けられます（令和４年度「英語教育実施状況調査」、令和５年度「全国学力・学習状況調査」）。国内

全般の傾向としても、「将来、積極的に英語を使うような生活をしたり職業に就いたりしたい」と思う

割合は低下傾向であり、若者の海外志向が弱まっています。本市においても、友好姉妹都市等との交流

プログラムや市内大学等の留学制度への関心は必ずしも高くありません。 

また、グローバルなビジネス機会を創出したり、企業の海外展開を先導する地域人材や行政における

グローバル対応に必要な人材は不足したりしていることから、学校教育だけではなく、地域やビジネス

上においても、様々な目的に応じて、専門的な知識やスキルの習得に繋がる研修等の機会が必要です。

そこで、海外出身の国際交流員を学校や地域に派遣し、市民の国際理解を促進するとともに、民間交流

団体等が行う様々な国際交流を支援することにより、各世代、各地域におけるグローバルな人材の育成

に努めています。さらに、グローバルなビジネス展開を支える人材の育成に向けて、関係機関との連携

により、各種セミナー等を開催しています。一方で、留学生などの外国人材の活用はあまり進んでおら

ず、留学経験者の就職先がなかなか見つからないことが大きな課題となっています。 

そこで、今後は、特に若者世代を中心に、学校における総合的な学習（探究）の時間の活用や国際ボ

ランティアや海外との青少年交流の機会を提供することで、日常的に英語を使う機会や海外へ目を向

ける意識を醸成する機会を創出するとともに、その経験が将来のキャリアビジョンに繋がるようなビ

ジネス研修やセミナーの充実、雇用とのマッチングなど活躍の場の提供等の環境整備を行っていきま

す。また、世界で活躍する本市出身者や、国際的な活動に参加する若者にフォーカスし、その活躍を積

極的に広報していくことにより、グローバルな人材の活躍を後押しするとともに、青少年が「グローバ

ルに活躍すること」をキャリアビジョンの１つとして考え、選択し、その活躍がさらに次世代へ継承さ

れていくような好循環の仕組みの構築をめざします。 
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【取組方針及び主な取組】 

① 地域を担うグローバルな人材の育成 

■海外の事情や異文化等について市民の関心を高め、知識を深めるための情報提供やセミナー等を実

施します。 

■国際交流員を学校や公民館、団体等に派遣し、地域における国際理解を促進します。 

■人種、国籍、文化、難民・移民、障がい、性的指向や性自認（性同一性）等を理由とする人権侵害や、

地球温暖化をはじめとする地球環境問題、貧困問題など世界的な問題に関する情報や学ぶ機会を提

供します。 

■アジア初の「フェアトレードシティ」としての認定（2011年）、2013国連“生命の水”最優秀賞受賞、

「第４回アジア・太平洋水サミット」の本市開催（2022年）と国連水会議 2023への参加など本市の

国際的な取組を学習機会として提供することにより、地域の国際化への意識を醸成します。 

■地域において、外国人との共生や交流、おもてなしができるよう、市民ボランティアの育成を進めま

す。 

■学校教育において、グローバル化に対応した英語教育や国際教育の充実を図ります。 

■友好姉妹都市等との青少年交流などを通して、青少年の国際対応能力の向上を図ります。 

■海外ビジネス研修・講座等の開催などを通して、東アジアをはじめグローバルに活躍できる人材育成

を行います。 

■行政において、国際的視野に立った政策形成能力や語学力を持った人材を育成します。 

 

② 海外からの留学生や研究者、企業などの誘致と外国人材の活用 

■海外の学生から本市が留学先として選ばれるよう、本市の上海事務所を活用し、本市及び本市内各大

学等の魅力を発信します。 

■本市内大学と本市の友好姉妹都市等の大学との連携を促進し、研究者や学生の相互派遣や交流を支

援します。 

■国際的な学会やシンポジウム等の開催を促進し、研究者の往来を活性化することにより人材の集積

を図ります。 

■九州・熊本で学んだ外国人留学生の地元企業への就職や地元での創業をオール九州やオール熊本で

支援することによって、外国人材の活用を推進します。 

■台湾からの転入者の増加傾向を踏まえ、台湾からの留学生や台湾との友好協会、企業関係者等と連携

し、台湾に関するセミナーやイベントを開催することにより、市民の台湾への異文化理解を促進しま

す。 

■県や大学コンソーシアム熊本と連携し、留学生のためのワンストップ窓口の設置や各種情報の提供

をはじめ、住宅など生活面での支援を行います。（再掲） 

■国内外のグローバルな企業の立地を推進します。 

■行政の職員として、多様なスキルや経験を持つ外国人材を専門的な分野において登用します。 
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③ 次世代を担う青少年の国際的な活躍の後押しとレガシーの継承 

■友好姉妹都市等との青少年交流や国際会議等へのユース活動、市立高等学校・専門学校改革基本計

画・熊本魅力推進生徒会による国際交流の取組などを青少年の国際活動のモデルケースとして発信

し、また、表彰などを行うことにより、青少年の国際活動に対する意識の醸成、参加の後押しを図る

とともに、それらの活躍をレガシーとして積み上げ、次世代へ継承していきます。 

■高校等と連携し、本市の戦略的な海外展開や地域の国際化に関するテーマを総合的な学習（探究）の

時間の学習テーマとして組み込むことなどにより、学生たちが本市の国際化について考える機会を

提供し、国際ボランティアの参加や海外志向のキャリア形成などに繋げます。 

 

【検証指標】 

検証指標 単位 基準値 
検証値 

(2031) 

本市が実施する国際関係セミナー・講座の開催件数 件 
69 
（2022） 

100 

本市の青少年の友好姉妹都市等との青少年交流、国際的な会
議等への参加人数（延べ） 

人 
14 
（2023） 

30 
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（３）リーディングプロジェクト 

戦略の目標を達成するために、特に重点的に取り組むべきものを次のとおりリーディングプロジェ

クトとして設定します。 

 

【本市の国際化を総合的に推進するための取組】 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

① 

「地下水都市くまもと」・「くまもと水ブランド」の認知度向上 

「地下水都市くまもと」・「くまもと水ブランド」を海外に向けて発信する機会を創出

し、国際的な認知度の向上を図るとともに、水資源関連のブランディングを図ります。 

 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

② 

世界に選ばれる熊本城づくり 

熊本城の文化観光資源としての活用について、復旧過程の公開をはじめ、体験型プロ

グラムや教育旅行プログラムの創出、夜間イベントによる魅力発信、ユニークベニュ

ーとしての活用、武家文化・大名文化などの文化・観光資源との掛け合わせなど、熊

本城の魅力をさらに引き出します。 

 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

③ 

ストーリー性の高い海外向けコンテンツの創出と情報発信 

「歴史文化」、「清らかな地下水や豊かな緑」、「安全・安心で良質な農水産物」を特に

海外向けのストーリー性の高いコンテンツとして磨き上げ、それらを海外に向けて発

信します。 

 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

④ 

包括的・伴走的な「食」の海外展開支援 

熊本の生産者や食品関連事業者の海外への販路開拓について、関係機関と連携し、包

括的・伴走的な支援を行います。 

 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

⑤ 

「熊本市民の親切さ・やさしさ」をいかした外国人の受入環境整備 

在住外国人の方がいち早く地域のルールや生活習慣、文化に慣れ、地域社会の一員と

して活躍できるよう、熊本市国際交流会館とまちづくりセンターが連携し、外国人の

相談窓口となるとともに、地域と連携した外国人のまちづくりへの参加支援などを行

います。 

 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

⑥ 

外国人目線をいかした更なる本市の魅力向上の取組 

在住外国人等と連携し、日本人市民と在住外国人双方の異文化理解の促進に努めると

ともに、在住外国人が感じる本市の魅力などを海外に向けて発信することにより、本

市の更なる魅力向上を図ります。 

 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

⑦ 

外国人にもわかりやすい行政サービス等の推進 

二次元コードを用いた行政手続の多言語による情報案内など、外国人にもわかりやす

い行政サービス等を推進します。 
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ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

⑧ 

熊本市国際交流会館の更なる活用の検討 

地域国際化の更なる推進に向けて、熊本市国際交流会館が国際交流の拠点としてその

設置目的を達成できるよう、市民や関係団体の意見を聴きながら、その活用方針につ

いて検討を行います。 

 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

⑨ 

次世代を担う青少年の国際的な活躍の後押し 

青少年の国際的な活躍を各種広報媒体により発信し、また、プレゼンテーションや表

彰の機会を創出することにより、青少年の国際的な活躍を後押しします。 

 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

⑩ 

ドラスティックな国際環境の変化に対する的確な対応 

ロシアのウクライナ侵略や中東和平問題など国際情勢が不安定な中で、避難民等を受

け入れることになった場合に、市民も避難民も安全で安心して暮らせるまちづくりが

できるよう、避難民等の生活支援を含め、関係機関と連携し、的確な受入体制を整備

します。 

 

【ターゲット地域別の取組】 

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

⑪ 

ターゲット地域における各種事業の展開 

（欧州） 

■友好都市ドイツ・ハイデルベルク市（2022 年に 30 周年）と医療・スポーツ・青少

年・経済等の分野に関する交流事業を行います。 

■交流都市フランス・エクサンプロヴァンス市（2023年に 10周年）と連携し、文化、

芸術、都市活性化、都市行政等の各分野で交流事業を行います。 

■内密出産や特別養子縁組の問題や、児童虐待対応の増加など複雑・多様化する子ど

もの育成環境に柔軟に対応するため、欧州を中心に海外における先進事例の調査・

研究を行います。 

（北米） 

■姉妹都市テキサス州・サンアントニオ市との交流（2027 年に 40 周年）を通じて、

友好のシンボルとして建設された「熊本園」の活用による本市の PRなど相互の強み

をいかした取組などについての協議を行います。 

■姉妹都市ジョージア州・ローム市との交流（2025 年に 10 周年）を通じて、青少年

交流の再開や相互の強みをいかした取組などについての協議を行います。 

■在外公館や一般財団法人自治体国際化協会、本市出身者等と連携し、北米圏におい

て本市の魅力を発信するプロモーション活動を行います。 

（オセアニア） 

■オーストラリアへの留学生等が多いことに加えて、オーストラリアから日本への旅

行時の消費単価と平均泊数の値が高く、歴史や文化、自然環境、ローカルフードな

どのコンテンツが人気であることから、本市の観光コンテンツとの親和性が高いた

め、民間交流などを通じた PRの機会などを検討します。 
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（東アジア） 

■友好都市中国・桂林市との交流（2029年に 50周年）を通じて、青少年交流や文化・

観光等の分野での交流など、市民同士の交流の活性化に繋がる取組についての協議

を行います。 

■友好協力都市韓国・蔚山広域市との交流（2030 年に 20 周年）を通じて、青少年交

流や文化・観光・スポーツ等の分野での交流など、市民同士の交流の活性化に繋が

る取組についての協議を行います。 

■交流都市中国・蘇州高新区との交流（2023年に 10周年）を通じて、マラソン交流、

青少年交流、文化、観光等の分野での交流など、市民同士の交流の活性化に繋がる

取組についての協議を行います。 

■友好交流都市台湾・高雄市との交流（2027 年に 10 周年）を通じて、ビジネス交流

やマラソン交流など、市民同士の交流の活性化に繋がる取組についての協議を行い

ます。 

■半導体関連産業の熊本進出を契機とした台湾との交流人口の増加や台湾からの転入

者の増加を踏まえ、ビジネス交流の機会の拡大による地域経済の活性化の推進はも

とより、転入者に対する住環境や教育環境といった環境整備や地域住民との交流の

機会の創出や異文化理解のイベントの開催などによる円滑な地域への受入れを推進

します。 

（東南アジア） 

■上海事務所などを通じて、東南アジア向けのビジネスや交流の機会を模索するとと

もに、東南アジアにおける国際会議の場などを通じて、「地下水都市くまもと」を中

心とした PRを行います。 

■現地旅行代理店などとの連携により、観光客や MICE誘致の推進を行います。 
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４ 
 

戦略の推進に向けて 
 

（１）２つの代表指標 

   戦略の推進に向けて、その達成の目安となる指標を、基本方針である「戦略的な海外展開の推進」と「地

域国際化の推進」のそれぞれに以下のとおり設定し、基本方針の達成度を測ります。 

 

【代表指標】 

戦略的な海外展開の推進   

本市の外国人宿泊者数 

基準値（2019年）※暦年 

⇒ 

検証値（2027年）※暦年 

⇒ 

検証値（2031年）※暦年 

342,649 人 600,000 人 800,000 人 

  ※海外からの観光客や国際会議などの参加者、ビジネス客などは、基本的に宿泊を伴うことが予想されるた

め、海外からの交流人口の拡大を示す指標として「本市の外国人宿泊者数」を設定します。 

 

 

地域国際化の推進   

多文化共生社会が進んだと感じる市民の割合 

基準値（2023年） 

⇒ 

検証値（2027年） 

⇒ 

検証値（2031年） 

24.5 ％ 50 ％ 70 ％ 

  ※市民全体として、外国人の方と接する機会や国際的なイベントへの参加、地域で活躍するグローバルな人

材、多言語化による外国人受入環境整備などが進展していると実感できたかどうか示す指標として「多文

化共生社会が進んだと感じる市民の割合」を設定します。 
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（２）庁内推進体制 

  国際関係の取組は、経済に関する取組から市民生活に関する取組まで多岐の分野にわたることから、庁

内横断的に情報共有や連携を図ることが重要です。また、国際都市として成長していく上で、国際儀礼（プ

ロトコール）や多言語での対応ができる職員の育成が必要になります。これらを踏まえて、戦略の推進に向

けて、次のとおり庁内の体制の整備に取り組みます。 

 

① 「熊本市国際化施策庁内推進会議」による戦略の進捗管理と庁内連携の推進 

■関係部局で構成する「熊本市国際化施策庁内推進会議」等を定期的に開催し、本市の各計画との整

合を図り、事業の調整・取りまとめを行うとともに、庁内における情報共有と連携による国際事務・

事業実施の円滑化を図ります。 

■海外に向けた事業を行う部局による部会等を設置し、複層的かつ効果的なプロモーションを行いま

す。 

■多文化共生の事業を行う部局による部会等を設置し、熊本市国際交流会館で行う事業や関係団体と

の連携を強化した取組を行います。 

② 庁内におけるグローバルな人材の育成と活用 

■職員に対して国際的なプロトコールやマナー、やさしい日本語による窓口対応の研修等を実施し、

国際的視野に立って業務を遂行できる人材の育成と活用を進め、本戦略の着実な推進を図ります。 

③ 「半導体関連産業集積推進本部」による受入環境整備 

    ■半導体関連産業の熊本進出に伴う台湾との交流人口の増加や台湾からの転入者の増加を踏まえ、こ

れらの対応を特に本市の国際化の推進における各種取組の重点項目として位置付け、当面の間、半導

体関連産業集積推進本部を設置し、県や関係機関と連携しながら、ビジネス面、受入環境整備などに

ついて総合的な取組を推進します。 

 

（３）外部連携体制 

  戦略の推進に向けての各種取組を本市のみで取り組むのではなく、各機関や団体が有するネットワーク

を活用することは、海外とのコンタクトをとる時などに非常に効果的です。また、友好姉妹都市等の交流に

ついては、行政同士の交流のみならず、市民同士の草の根交流に繋げることが重要であるため、次のとお

り、外部と連携した取組を進めます。 

 

① 国内外の既存ネットワークの活用 

ア 本市と関係のある国際機関や団体等とのネットワークの活用 

  ・これまでの各種取組においてネットワークを構築した次の国際機関、団体等とは、引き続き連携

の上、戦略に基づく各種事業を進めていきます。 

日仏自治体交流会議（一般財団法人自治体国際化協会）、アジア太平洋都市サミット（福岡市）、

特定非営利活動法人日本水フォーラム（東京）、国連水関連機関調整委員会（米国：ニューヨー

ク）、在日外国政府公館（東京、福岡など）、テキサス日本事務所（東京）、日本政府及び JNTO、

JETRO、JF、JICA などの国際関係機関（東京、海外主要都市） など 
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イ 組織や市域を越えた様々な機関・団体等と連携 

      ・組織や市域を越えた様々な機関・団体等と連携し、官民連携によるオール熊本、オール九州で取

り組みます。 

ウ 他都市にある資源の積極的活用 

    ・交通・物流インフラ（空港、港湾等）、研究機関など、九州にある様々な資源・ネットワークを積

極的に活用します。 

② 多様な主体による都市連携の推進 

大学間、企業間、市民間等の連携促進 

・大学間、企業間、市民間等の交流を支援するとともに、相互に連携することにより、交流の相乗効

果を発揮させます。 

 ③ 市民等とのパートナーシップによる国際的取組の推進 

情報やノウハウの共有、事業連携、名義後援、共催・協力等の支援 

・市民、民間団体・NPO、関係機関、事業者等との協働による取組を行うとともに、活動を積極的に支

援することで、本市の国際化の一層の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


